
平成 30年度安曇野工業会 産業人材育成講座 Ｈ３１年２月１３日開催 

   

 

安曇野工業会では、地域の企業を対象に、安曇野市等と協力して人材育成講座を実施していますが、

今回は「働き方改革」を進めるにあたって必要な法律の知識を習得することをテーマに受講者を募集し

ます。経営幹部の皆様、人事・労務ご担当の皆様の受講をお待ちしています。 

【背景と研修会のご案内】 

昨今、政府は一億総活躍を銘打って、働き方改革を推進していますが、今回の法改正で初めて法的な拘

束力のある超過勤務時間の上限が設けられ、上限は原則、月４５時間、年３６０時間・繁忙期でも４５時

間を超えて働くのは、年６か月、年間上限７２０時間以内と定義し、上限の超勤時間管理ができなかった

企業には罰則が科せられます。大企業は 2019 年 4 月、中小企業は 2020 年 4 月からの適用と、すぐにで

も体制を整える必要が迫っています。 

  この法案が導入される中で社内における就業規則の整備、注意事項を再度確認しておく必要が出て来

ました。受注過多・人手不足・超勤時間の上限規制、企業はいかに国の方針に沿いながら、自社の存続

を図るかが、今後の大きな課題といえます。 

そこで、今回、今後の労務管理の在り方について企業の労務管理に精通されている実績豊富なコンサ

ルタントを講師として招き、今後、起こりうる問題につきケーススタディを交えながら講演します。 

また、事前に質問もお受けいたしますので、別紙の申込書にご記入をお願いします。 

現場に即した実践的な講演となりますので、多くの皆様方の聴講をお待ちしております。 

【開催日時】 平成 31年 2月 13日（水）、13：30～16：30 

【会  場】 安曇野市・ビレッジ安曇野 (安曇野市豊科南穂高 6780) 

TEL：0263-72-8568 

【講  師】 ベルクＲ＆Ａマネジメント㈱ 今井 隆一 氏 

【講師プロフィール】 

 1983年 10月 長野東洋通信㈱(後にｿﾆｰ EMCS㈱長野 TEC)へ入社 専門分野は人事・労務管理・総務 

2011年 9月（一社）松本労働基準協会 専務理事兼事務局長。  

【募集人員】15名（定員になり次第締め切ります。） 

【内  容】労務担当者の基礎知識 

【受 講 料】１名あたり 2,000円 

【振込先】受講料は、申込み期限までに下記口座へお振込願います。＊  

     安曇野工業会人材育成事業 代表 美谷島和浩 (びやじま かずひろ) 

口座番号 八十ニ銀行豊科支店 904645 

     （＊振込により難い場合は、下記問い合わせ先までご相談ください） 

【申込み期限】定員になり次第締め切ります。 

【主 催】安曇野工業会、安曇野市 【共 催】安曇野市商工会 

【問合先】安曇野工業会  0263-40-5011 藤沢 （ＦＡＸ・電話 共通）  

 

期日 項 目 内容 

平成 31年 2月 13日(水) 

13: 30～16:30 

労務担当者の基

礎知識 

１、労働法 ① 労働基準法 

② 労働安全衛生法 

③ 労働契約法 

２、採用から退職まで 

３、「不利益変更」について 

労働基準法規制強化に対する対応策研修会(第 2回) 



【カリキュラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－ 

ＦＡＸ送信先 ０２６３－４０－５０１１ 

 

（松本地域振興局 商工観光課内 安曇野工業会事務局） 

 

 

安曇野工業会 産業人材育成講座 参加申込書 

「労働基準法規制強化に対する対応策研修会(第 2回) 

 

 

会社名                         

 

担当部署           担当者名             

 

電話番号            

 

受講者氏名 役職名又は所属部署 

  

  

  

 

 

 

 

◎質問事項をご記入ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


